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議会運営委員会 

 

令和７年９月３０日（火曜日）午後２時４７分開会 

 

出席委員（１０名） 

委 員 長 森 本 彰 伸 副 委 員 長 田 村 正 宏 

委 員 相 馬   剛 委 員 林   美 幸 

委 員 星 野 健 二 委 員 小 島 耕 一 

委 員 平 山   武 委 員 中 村 芳 隆 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 齊 藤 誠 之 副 議 長 齋 藤 寿 一 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 平 井 克 巳 議 事 課 長 岩 波 ひろみ 

議事課長補佐
兼 庶 務 係 長 

小 髙 久 美 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 黒 沢 大 輔   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨拶 

  ３．協議事項 

    ⑴常任委員会所管の変更について 

    ⑵動議ガイドラインの検討について 

    ⑶その他 

  ４．その他 

    次回開催 １１月７日（金）午前１１時００分 第１委員会室 

  ５．閉 会 
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開会 午後 ２時４７分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○森本委員長 皆さん、大変お疲れさまです。 

  本会議終了お疲れさまでした。無事、本会議終

了して、必要な議案が議決されたかなというふう

に思っております。 

  今日は皆さん、お疲れのところなんですけれど

も、かなりの方には大変お待ちもいただかれ、議

会運営委員会を開いていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎挨拶 

○森本委員長 それでは続きまして、議長から御挨

拶いただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○齊藤議長 （挨拶。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○森本委員長 それでは、協議事項のほうに入って

いきたいと思います。 

  まず、①の常任委員会の所管の変更についてと

いうことで、これは代表者会議のほうとかでもお

話をしていただいているかなというふうに思いま

すけれども、係長のほうから説明のほうをよろし

くお願いいたします。 

  係長。 

○長岡議事調査課係長 それでは、こちら資料のほ

うを配信いたしました。委員会の所管の変更につ

いてでございます。 

  まず、経過というところで、一番上の趣旨です

ね。昨年の４月に、執行部のほうの組織の見直し

というのがございまして、市民協働推進課が企画

部から市民生活部のほうに移管がされたというこ

とで、議会側ではそれに伴いまして総務企画常任

委員会さんから建設経済常任委員会さんのほうに

所管が変わったということでございます。 

  じゃ、市民生活部というのは一体どんなのを所

管しているのということで、この四角く囲ったと

ころをちょっと御覧いただきたいんですけれども、

市民協働推進課は自治会ですとか、あとは多文化

共生、また市民協働といった所管と、あと交通防

犯課のほうではバスとか、消費生活、そして市民

課のほうでは住民票や戸籍ということで、幅広い

所管をしているというようなところです。 

  すみません、１個飛ばして、３番目の常任委員

会における所管ということで、地方自治法のほう

で、この109条２項ですね、常任委員会はその部

門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する

調査を行うというところで、じゃ、そのどの部分

をやるのというのがその下にあります委員会条例

ですね。そこで、それぞれの部を規定しているの

で、今は建設経済常任委員会さんのほうに入って

いるから、市民生活部は建設経済常任委員会さん

がやっているというような状況です。 

  多岐にわたる内容を持つこの市民生活部を本来

どこで所管するのがいいのかなというようなこと

で、この２番の変更案のところをちょっと御覧い

ただきたいんですけれども、まずはやはり各常任

委員会さんが実際は取り扱っている内容ですから、

委員長さんの御意見をいただいたほうがいいんじ

ゃないかということで、９月11日に正副委員長会

議を開催いたしました。 

  その中では、市民生活部というのはいろいろ入

っているんだけれども、所管を変えたほうがいい

んじゃないかというような御意見が出まして、こ
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の四角で囲んだところが最終的な御意見となりま

す。市民生活部の所管を建設経済常任委員会さん

から総務企画常任委員会さんに変更してはと。そ

して、２番目に、変更後はもちろん所管するとこ

ろが審査をしますので、総務企画常任委員会さん

が行いましょう。また、実施については、来年４

月からというような御意見が出たところです。 

  少数意見としましては、正直市民生活部さんと

いうのはいろいろあるので、どこが所管しても少

なからず間違いではないんだけれども、ただ、総

務企画さんのほうの審査として駅周辺整備室が今

度特別委員会に移ったというところで、減ったの

でその差というのも一つ考え方としてあるんじゃ

ないかといった御意見や、あとは委員の任期とい

うのが２年間ということもあるので、もう一年延

ばして２年後でもいいんじゃないか、そういった

御意見も併せてあったんですけれども、今回はこ

のような来年かなというような御意見でまとまっ

たというところです。 

  次のページ、ちょっとお開きください。 

  これ、仮にですけれども、来年の４月から運用

するとしまして、やる場合のざっくりとしたスケ

ジュールにしております。最終的には、３月定例

会議で条例の改正をすればできるのかなというと

ころでございます。 

  本日は、正副委員長会議で示されたこの所管の

変更ですね、ここについての御意見をいただきま

して、議運としてもこれをこのように進めてよろ

しいかどうか御意見をいただきまして、それがも

しなれば今後条例改正とか、そういったところを

検討するようになるかな、このようなところでご

ざいます。御意見いただければと思います。 

  以上です。 

○森本委員長 説明が終わりました。 

  各常任委員会にも一応振って、意見をいただい

ているということではあるんですけれども、ここ

で皆さんから御意見だったり、御質問があればよ

ろしくお願いします。いかがでしょうか。 

  それぞれの常任委員会で意見を、これ福祉教育

でも一応は聞いてはいないですか。建設経済と総

務だけですか。 

  係長。 

○長岡議事調査課係長 この正副委員長会議の結論

をもって一応直接関わりがあるのが建設経済さん

と総務ということで、２つの常任委員会さんでは

委員の皆さんに対して移るということについてど

う思いますかということで、それぞれの委員会か

らは賛同をいただいたというふうに聞いておりま

す。 

○森本委員長 あとは、福祉教育では、多分議論は

されていないのかなと思うんですけれども、ただ、

福祉教育の中でも代表者会議に出ている方とかい

たりとかしていますし、聞いているという人もい

るかと思います。あと、会派内とかでほかの会派

内のメンバーからこんなふうな話が出ているよう

な意見も聞いている方もいると思うんですけれど

も、議論の経過だったりとか、御意見、質問があ

ればお受けしたいと思いますがいかがでしょうか。 

  小島委員どうぞ。 

○小島委員 総務企画常任委員会で、市民生活部を

入れるということに対して皆さん方にお諮りした

ところ、それほど問題になるという意見はなくて、

了承を得られたというふうに感じております。 

  以上です。 

○森本委員長 建設経済委員長。 

○田村副委員長 やはり皆さん、おおむね了解して

いただいて、ただ、総務企画じゃなくて福祉教育

がいいんじゃないかという意見が一部ありました。 

○森本委員長 どちらもおおむね了承ということな

んですけれども、それでは皆さんにちょっと確認
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をさせていただきたいと思います。じゃ、これ事

務局案でこのスケジュールどおり進めるというこ

とで御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 ありがとうございます。異議がない

ということですので、このような形で進めていく

ようにしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、動議のガイドラインの検討につい

てということで、これも事務局のほうからまず説

明をいただいていいですか。 

  係長お願いします。 

○長岡議事調査課係長 まず、資料はございません、

そちら。まずちょっとお話をさせていただければ

と思うんですけれども、動議に関わるガイドライ

ンの策定についてということで、これはちょっと

事務局のほうでの御提案になります。 

  昨年までに本市議会では様々な動議が提出がさ

れました。不信任動議ですとか、辞職勧告の決議、

また動議、そして委員会の設置ですね、議員間の

不祥事とか信頼回復、また条例の一部改正に対す

る附帯決議、また条例の一部改正に対する修正動

議、入湯税ですとか、健康長寿センターの条例と

か、そういった様々な動議があったわけです。も

ちろん事務局としましても動議自体は議員の皆さ

んの権利でありますので、そちらについては十分

承知をしているところです。 

  しかしながら、実際その動議が出たときに、皆

様もやっぱりお困りになった部分というのはある

んじゃないかなとちょっと事務局では思っていま

して、例えば、いつ動議が出るか分からない、出

たときに口頭でこういう動議ですよとお話をされ

てもなかなか１回聞いただけで内容というのは理

解が難しいんじゃないかな。もちろん事務局のほ

うでも１回聞いて、その内容を確認して、じゃ、

それを成立させるための成立要件とか、あとはど

ういう手順でやるかとか、そういったところの確

認なんかも含め、それは皆さんも、そして事務局

のほうでもやっぱり混乱する状況があったんじゃ

ないかな。で、それに伴って本会議も暫時休憩を

取らなければいけないし、執行部の皆さんも待っ

てもらわなくちゃいけないしというような効率的

な運営というのはなかなか難しかったんではない

かなというふうに思っています。 

  あともう一点が、もちろん権利ではあるんです

けれども、動議の成立要件とかというのもやっぱ

りあるんですね。例えば、議員の皆さんの８分の

１以上の賛同がないと、連名がないと駄目だよと

か、12分の１以上の動議がないと駄目だよとか、

そういう制度上のものがあるんですけれども、な

かなかそこをあまり理解されていないで出してい

るんじゃないかな、やっぱりそういったところを

懸念する部分があります。 

  あと、仮にちょっと動議の危険性というものも

一方であるんですね。例えば、誤った動議を可決

してしまうと、執行部では誤った動議というのは

執行部として受け取れないから、もう一回議会で

ちゃんと考えてください、再議を付すというのが

あるんですね。例えば、今日本会議が終了しまし

たけれども、10日以内にその誤った動議を成立し

たとしたら、もう一回やってくれ、本会議開いて

検討してくれというのを10日以内に出さなくちゃ

いけない。仮に誤った修正動議が再議に付される

可能性というのも正直あるんですね。 

  そういった危険性といったものなんかも、やっ

ぱり共通認識をまず１回つくって、その上で皆さ

んに適切な運用をしていただけるような標準的な

ガイドライン、そういったものをつくってはどう

かなというふうに事務局では思っております。 

  もちろん冒頭お話したとおり、議員の皆さんの



－5－ 

権利ではあるんですけれども、その権利を適正に

運用できるような標準的なガイドライン、そうい

ったものをつくりたいと思っておりまして、この

場では議運の皆様にそういったガイドラインの検

討というものを進めてよいかどうか御意見をいた

だけたらなと思っております。 

  以上です。 

○森本委員長 説明が終わりました。 

  あくまでも動議を出すことを制限するわけでは

なく、例えば、これでガイドラインができたとし

ても、じゃ、本会議途中に動議、手を挙げちゃい

けないのかというとそういうわけじゃない。これ

は議員の権利なんで、そこを規制するというので

はなくて、先ほど係長からも話があったようにル

ール的な部分というか、分かっていない部分もあ

ると思う。地方自治法に定められる部分とかもあ

ったりとか、あとはスムーズにその動議を進める

ために事務局の協力を得るとか、そういう部分と

かもあったりすることがあるかもしれないんで、

ぜひガイドラインというものをつくっていきまし

ょうという事務局からの提案ではあります。 

  ただ、どういう形でつくっていくか、どういう

検討をしていくか。もう完全に事務局に任せるの

か、それとも我々で検討してつくっていくのかと

か、そういう部分はちょっと決まっていないんで

すけれども、まず今日はそのガイドラインをつく

るっていく方向でいいのかということをちょっと

議論をしていただけたらなと思っています。 

  御意見とか質問とかありましたら、挙手をお願

いしたいと思います。 

  中村委員、どうぞ。 

○中村委員 今説明をいただきまして、やはり誰が

動議かけられるか分からない、誰がかけるか分か

らない、誰がかけられるか分からないというのを

考えますと、ある程度は今言ったように、何てい

うんですか、何かのものに当てはまるのかという

のが目安があれば、ある程度は皆さん覚悟を決め

て協議できると思いますんで、ある程度のものは

つくっていただいて、目印になるようなもの。 

  また、いろいろあると思いますが、議長もいる

んであれですけれども、万が一緊急動議にかけた

場合に、賛成が何人いて、それが成立したとして

も、議長は暫時休憩をかけて、これが本当に動議

に値するかというものも議論してもいいと思うし、

やはり次に一歩に進む前にある程度は目安みたい

なものがあって、もう連発に動議動議ということ

をかけるのはいかがなものかと。無知なゆえにか

かってしまうというのもあるんで、今回も前橋で

一遍ありますから、議会で誰も動議をかける者が

いないぐらいにやっぱり慎重にやっているという

こともあるんで、そういったものを、物差しみた

いなものがあれば、少し我々も勉強になっていく

し、むやみな動議がなくなるということもできま

すし、かける方も、あっ、これはちょっと離れて

いるねというものを理解する可能性もありますん

で、やっていただければと思います。 

○森本委員長 御意見をいただきました。 

  そのほか意見、質疑ある方はいらっしゃいます

か。 

○星野委員 私も今、中村委員が言った動議のガイ

ドラインをつくるという方向については、私も大

変賛成でありまして、じゃ、この後どういうふう

にしていくんだというとなかなか難しい。もし、

事務局さんのほうで他の自治体において、こうい

ったガイドラインをつくって、このように運営し

ているというものの、もし例があればちょっとお

話しいただければありがたいなと思うんですけれ

ども。もし、こんなような感じ。 

○森本委員長 係長。 

○長岡議事調査課係長 すみません、私のほうで他
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市のほうをそんなに一生懸命調べてはいないんで

すけれども、やはりいろんな形態が動議というの

はあるもので、なかなかガイドラインまで落とし

込んでいるというのは、正直自治体でつくってい

るというのは、私はまだ承知していない状況なん

ですけれども、ただ、何ていうんでしょう、こう

いった教科書みたいなのはやっぱり地方議会運営

事典のような、そういった中で、じゃ、動議とい

うのはどういうものと、成立要件とはこういうも

のですよとかという標準的なものは記載があるの

で、それに沿ったような形で内容を見ていただい

て、また御意見をもらうという方向が、ちょっと

ずつつくっていく、そういった方法だったら可能

なのかなというふうに思っているところです。 

  以上です。 

○森本委員長 よろしいですか。 

  小島委員どうぞ。 

○小島委員 今まで動議を上げているわけですよね。

そうすると、その動議の規則があって今までやっ

ているわけですけれども、どこが問題で、どこを

直すべきからそのガイドライン、ガイドラインま

でする必要があるのかどうか。その動議のこの今

までの規則を見直すのか、そこはちょっと整理し

たほうがいいと思うんですよね。 

○森本委員長 規則を見直すとはちょっと違い、ガ

イドラインだから、こんなふうなやり方がありま

すよということを書くということだと思うんです。

地方自治法ではこういうルールがありますよ。例

えば、先ほど言っていたセコンドする人の人数は

何人いる必要がありますよとか、それとか動議の

定義としてどういうものが動議なのかということ

の定義とか、そういうものをある程度記載したも

のをつくったらどうですかということだと思うん

ですけれども、そういうこと。 

  小島委員。 

○小島委員 今までの規則というのはどういうふう

になっているかというところをまず整理して、そ

こからスタートすべきだと私は思うんですけれど

も。 

○森本委員長 係長、何かありますか。 

○長岡議事調査課係長 そうですね、おっしゃると

おりガイドラインという私は説明をしたんですけ

れども、ただ、その中でも例えばですよ、修正動

議というのは文章で出さなければならない。もう

それというのは決まっていることなんですね。な

ので、決まっている部分というのは、こういうの

がまず基本でありますよ。それを踏まえた上で、

じゃ、うちとして標準的にはこういうふうな取扱

いをちゃんと確認しようね、標準的なその理解を

まずは深めるというところは、小島委員のおっし

ゃるとおりだと思います。 

  その上で、うちの運営の中でガイドライン的な

ものがまた必要になればそこは協議の上でつくれ

ばいいのかなとそのように思います。 

○森本委員長 ほかに御意見のある方はいらっしゃ

いますか。 

  相馬委員どうぞ。 

○相馬委員 恐らく地方自治法の中で、動議の要件

というのは全部決まっていますよね。あとはそこ

をどこまで理解、地方自治法のこの法の中身をち

ゃんと理解できれば、成立要件というのはもうそ

こで決まっているはずなんですが、その動議の取

扱いまでは恐らく決まっていなくて、動議出され

たらそこですぐ第一義的にそこで審査をしなくて

はいけないのかどうか。じゃ、議長判断で動議を

出されたけれども、何番目の議案にするとかとい

う、もしかしたらそういったところが細かいとこ

ろが決まっていないかもしれないので、まずは地

方自治法の動議の成立要件、それから動議の審査

するための要件、それから結論を出すための要件、
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これをきちんと一旦出してみて、それをみんな理

解した上で、その間にある取扱いの仕方、そして

採決の仕方というのをガイドラインという、ガイ

ドラインでそれを制限、議員の権利を制限される

と困るんですけれども、本当にそれが粛々と進む

ようなガイドラインになるということであればい

いんではないかなというふうには思います。 

○森本委員長 はい、ありがとうございます。 

  議長、何かありますか。 

○齊藤議長 さっき係長が言った出すための要件と

して修正動議の意味は分かったんですけれども、

前回みたく、ただ口頭で何とかなっちゃうみたい

な動議を出されたときですら、例えば、那須塩原

独自としては文面を出してやるというだけで抑制

はかけられると思うんですよ、変な意味でね。 

  ただ、皆さん、だんだんあんなに連発していた

んで理解してきて、一番最後、ほら、三本木さん

が出したときに異議ないかあるかで、僕ありと言

ったときに、みんな賛同して消したじゃないです

か。だから、ああいうこともできるので、皆さん

が出てきたときにどういう対応するかというもの

もまず必要なのかなと。だから、出された人たち

も考える時間の余地もなく、どうしたらよかった

のかというのができなかったんで、それぞれに不

服がたまったみたいのがあるので、それはやる必

要がないんじゃないかと言ったときに、どう決し

ていいかが分からないまま議事が進行していった

というのもちょっとよくなかったのかなとは思う

んで、一概にガイドラインというよりは、例えば、

動議が起きた場合のシリーズをつくるとか、そん

なんでいいのかもしれないですね。動議を受けて

考える側と、動議を出したい方のそれぞれがあれ

ばいいのかなとは思いました。 

○森本委員長 ありがとうございます。 

  係長。 

○長岡議事調査課係長 おっしゃるとおりで、例え

ば、動議というのは、動議を提出して、そこに賛

成議員を前回なんかは起立していただいて、その

数を確認した。その賛成議員を確認した時点で、

もう動議の成立というものはしてしまうんですね。

なので、それ以降は取り下げようと思ったら、動

議を出した方が引っ込めないと、引っ込める提案

をして、議決を得ないと引っ込められないという

ようなルールがやっぱりあるところなんですね。 

  なんで、例えば、今後の議論ですけれども、じ

ゃ、提案して賛成者を諮る前にその議運、何てい

うんですか、例えば、議運を開いて動議として認

めるのかどうかというのを検討する場面をつくる

のかどうかとか、そういったものも含めて検討が

できたらいいのかなというのが思います。 

  やはり最初は、まずみんなで動議で決まってい

ることというのは何というところから共通理解が

深められたらまずはいいのかな。 

○森本委員長 議長。 

○齊藤議長 俺、思ったのが、那須塩原市というの

はどうしてもコンパクトに議事が進むので、やっ

ぱり今日もお昼ぐらいで終わるだろうみたいな予

測範疇なんですけれども。よその議会というのは

下手したら８時ぐらいまでやっていたりするとい

うんですよ。なので、多分そういった動議であっ

たり、何々が出てきたら議運開くまでに言っちゃ

った手前、どんな議案つくるんだというのをみん

な待たされてという話になってきているのがある

んで、ちょうど委員長が言ってくれたとおり、言

ってくれた人の権利も奪わず、ちゃんとやんなき

ゃいけないんだけれども、できれば思いつきでや

ってくるのだけは勘弁してくれというようなのは、

書けないけれども、議員間の中では持ってもいい

んじゃないのかなと今聞いて思ったんですけれど

も。 
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  出されて、取りあえず言っちゃって、セコンド

したら暫時休憩といって、そこから５時間も議案

書できるのを待っていたら、みんな嫌になっちゃ

いますからね。それが果たして権利で対応できる

のかどうかが、ちょっと微妙なので。もちろん用

意されていれば、みんなに申告はされると思うの

で、大体流れは想定されるレベルではね。 

○中村委員 いいですか。 

○森本委員長 どうぞ、言ってください。 

○中村委員 傍聴行くと、議長が止めて、延々と３

時間、４時間平気で止めるところがあるのね。 

〔「やっぱりそうでしょう、そうですよね」

と言う人あり〕 

○中村委員 だから、それがやっぱりすぐに議長が、

誰かの議員の暴言だってもう止めちゃうから、そ

れでやっていて、３時間、４時間平気で止めます

から、やっぱりその辺はいいと思いますよ。しっ

かりと、やっぱりいろんなことがあるんで。 

○森本委員長 皆さんの御意見を聞いていますと、

大体、今ガイドラインをつくるということには賛

成の方向なのかなというふうな議論にはなってい

るのかなとは思うんですけれども、そのほかに御

意見ある方はいらっしゃいますか。いかがでしょ

うか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 それでは、まずはガイドラインをつ

くるという、その方向性ですね、ガイドラインを

つくるという方向性で議運のほうを進めていくと

いうことで御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○森本委員長 異議がないと決めさせていただきま

す。 

  では、今後どういう形でガイドラインを作成し

ていくかというのは、今後検討していきますけれ

ども、本日はこのガイドラインをつくっていくと

いう方向性を決めていくということで、今後、タ

イムスケジュールだったりとか、どういう組織で

というか、議運でやるのかとか、それを含めて議

論を進めていきたいと思いますので、そのように

考えておいていただければと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

  では、２番のほうは終わらせていただきます。 

  続きまして、③その他なんですけれども、本日

議運で皆さんからその他として議論しておきたい

ことがあれば御提案ください。 

  中村委員どうぞ。 

○中村委員 今日、最終日で議決案件がかなり出ま

して、実際にはありました賛成・反対。ただ、今

日、委員長なりが全会一致で賛成を得ましたとい

う報告をした中で、福祉教育常任委員会の馬場の

件で全会一致で報告が委員長からありましたが、

その委員のメンバーである金子議員が反対討論を

述べるということは、やはり委員会に付託された

ものが慎重に審査をした結果、全会一致で賛成を

得ましたという報告をしたにもかかわらず、メン

バーの一人が委員会の開催中に異議を申し立てる

とか、異議ありとかという決を採ったときに言っ

ているんであればいざ知らず、何もしないで反対

の意も見せないと。異議あり異議なしも言わない

というのは、そういうふうに委員会を主体に尊重

した中で審議をしたものに対して、どっちでもい

いやというような行動を取っていくような委員会

でいいのかどうかということをちょっとお聞きし

たかったんで、はい。 

○森本委員長 私も大変そこは違和感を今日感じま

した。 

  委員長報告が全会一致で賛成とすべきものとい

う…… 

○中村委員 決しました。 

○森本委員長 決しましたと、そういう報告が委員
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長からあって、それなのに討論になったらその委

員会メンバーから反対討論が出ているというふう

に聞いたんで、どういうことと思ったんですけれ

ども、ちょっと理解に苦しんだところではありま

すけれども、常任委員会のその審議というもの、

審査というものをちょっと軽んじちゃっているの

かなというのは私も感じたところではあります。 

  福祉教育常任委員会じゃないんで、どんな審議

があって、金子さんがどんな態度だったのかちょ

っと分からないんですけれども、これどうなんで

すか。ルール的に何かそうやってあったりするん

ですか。 

  議長。 

○齊藤議長 中村さんにさっき言ったんですけれど

も、僕は隣に、ここにいるんで金子さんが。とい

うことで、その日の採決のときは挙手採決になっ

たんで、当然みんな挙げているんであろうみたい

な感覚であったところも確かなんですよ。じゃ、

委員長が全部こう見たのかというと、そうでもな

いんだろうなと。別にこれ金子さんの擁護じゃな

いです。 

  金子さんは、ぼそっと俺は棄権だと言ったんで

す。いや、棄権はできないよと。棄権するなら退

出しなきゃ駄目でしょうという話をして、その間

にもう決しちゃったんです。 

  なので、委員長は委員長で全会一致と書いちゃ

っただけ。だから、コンセンサスは取れていない。 

○森本委員長 普通、全会一致のときというのは、

御異議ございませんか、異議なしじゃないですか。

挙手採決になるときというのは、反対の人がいる

ときには挙手採決。 

〔「あれ異議なしだよ」と言う人あり〕 

○齊藤議長 異議なしだったっけか。あっ、そうだ、

ごめんなさい。じゃ、挙手じゃなかった、ごめん

なさい。 

  異議なしだから、言わないことが反対だみたい

な話になっちゃっている、ごめんなさい。なので、

意思確認が、本当に構わない人は言わなくてもな

しに乗っかっているからいいんですけれども、悩

んでいて言わないまま採決が過ぎて、なしですと

言われたら、俺は反対だったのにと言われても、

そこからはさっき中村さんが言ったとおり、そん

なのもう議員としてもう何期もやっている人がや

る態度でもないということで…… 

○森本委員長 異議ありと言わなかったんですね。 

○齊藤議長 言わなかったわけです。 

〔「誰も聞いていない」と言う人あり〕 

○齊藤議長 そうそう。それはそうです。ごめんな

さい。俺が間違っちゃった。 

○中村委員 今議長が言った理論でいくと、本会議

で異議なしと言わない人はいっぱいいるわけ。 

○齊藤議長 そうなんです。だから、困っちゃうん

です。 

○中村委員 だから、採決のときには異議なし・異

議ありをはっきり言いなさいということを言って

いるにもかかわらず、半分以上の人が無言なんで

す。 

○齊藤議長 言ってくれないんですよね。 

○中村委員 だから、無言の人が私は反対だよと言

った場合に、じゃ、どうなるのと。 

○齊藤議長 そうなんです。 

○中村委員 それはやっぱりしっかりと皆さんで議

員間で共有しておかないと、私はあのときなんて

言ったか、俺はあのとき反対だったんだよ、それ

はないだろうと。まず、議会人として市民から選

ばれた人間の態度じゃない。議決案件はマニフェ

ストで何回も勉強したとおり、命がけの議員に与

えられた決断力ですよと言われているにもかかわ

らず、７期ですからね。やっぱりそこら辺、人を

指導する立場の人がこれはやっちゃいけないです
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よ。これは議会の委員長のほうから、しっかりと

意見を言って、正してもらわなきゃいけない。 

○森本委員長 小島委員どうぞ。 

○小島委員 基本的に間違っていますね、金子さん

ね。要はあそこで反対すべきなんですよ。だから、

異議ありでいいんですよ。 

〔「異議ありでよかったんです」と言う人

あり〕 

○小島委員 そうです。それを何でしなかったのか

なと、私はいまだに思っていますよ、それは。 

○中村委員 そうでしょう。俺もあのときに嫌だっ

たら異議ありでいい。討論する討論すると言うか

ら、賛成討論か反対討論か分からないんです、

我々は。 

○小島委員 本当はそれを、ただし年も高齢なんで、

反対…… 

○中村委員 それは通らない、それは通らない、議

会中。それを言ったら市民に侮辱になるでしょう。 

○小島委員 そうなったって、その後、心変わりし

てしまったというかどうか、そこはちょっと分か

らないですけれども、どうにもならないです、そ

れはね。どうにもならないですよ、それはね。 

○中村委員 いや、だからいいんです。これからの

ことを皆さんで話し合っていかないと、やっぱり。 

○小島委員 あそこで何で異議ありと言わなかった

のかなと、私は。 

○森本委員長 これ常任委員会の審査を軽視したこ

とになっちゃうんじゃないかなと気はする。 

○中村委員 もう委員長の文言を議事係長に変えな

きゃいけないんですかと、俺確認したよね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○中村委員 全員賛成しているのに、反対がいるん

だから、そうしたら委員長の報告は間違いでしょ

うと。 

○森本委員長 手を挙げた星野委員。 

○星野委員 例えば、その委員会のときに、常任委

員会の福祉のときに、金子さんも議長と話せると

きに、最後には今回のこういったガイドラインを

つくらなくちゃならないとあるのは、金子さんも

言っていたのは、その討論をするか、反対討論す

るか分かんないと宙ぶらりんだったんだよね。そ

のときに、やはり先輩議員やいろんな方から…… 

〔「一番先輩だけれども」と言う人あり〕 

○星野委員 一番先輩だけれども、先輩議員からも

う何年もやっているからもう分かりますよねとい

うことで、当然のことながら委員長に、変な言い

方、恥をかかせるようなことになるわけですよ。

今の議運長も言ったように、きちっとした委員会

で審議をしてやったのに、中途半端にやるかどう

か分かんないなんて言いながら、そこで終わっち

ゃって、やっぱり最終的にはこういうふうになっ

ちゃうということだから、ここは今言ったように、

やはり委員会の中で共有してやっていくことが必

要だと思いますよね。 

○森本委員長 平山委員。 

○平山委員 そういうことで分かんないという人も

いる。もう分かっていると思ってやっちゃうとそ

ういうことがあるんだから、分からないというと

１期生もいるし、これ１期生がこれ学んでいっち

ゃうから、下手に。もう駄目ですよと、それは議

員か何かの通達で何かやるとか、議員の全協があ

ったらそこで話しするとか、ざっくばらんに。そ

ういうことは基本だけれども、普通はやらないと

思うけれども。 

○森本委員長 それを一番の先輩がやっているとい

うのも疑問なんですけれども。 

○平山委員 だから、その辺は金子さんを責めると

いう、分かんないだから、こういうことは駄目で

すよとその都度言っていかないと、１期生なんか

は特にそれを勉強していくでしょう。そういうの
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を言っちゃったほうがいいと思うんだよね。 

  そして、俺らだけで分かっている人はそんなこ

とはやらないよねと言っても、こういうことで金

子さんがということに、中村委員が言ったように、

前回もやったじゃないですかと。 

○中村委員 年輩はわがままでいいのとこうなっち

ゃったらおかしいでしょう。 

○齊藤議長 通告を切ることはできるの、議長の権

限で。その委員会を重んじてとか、いや、ナイフ

を突きつけられていて、異議なし・ありと言えな

かったんだともし脅迫事件があったとして。 

  それで、俺、議場ではパフォーマンスで賛成に

回るとか。 

○森本委員長 あれ、政治倫理条例の中で、結局議

長からの勧告とかいろいろ決めた中にさ、そうい

う例えば、常任委員会を軽視したとかそういうの

はないよね。 

  課長。 

○岩波議事課長 すみません、政治倫理条例の中で、

政治倫理基準というのが８項目上がっているんで

すけれども、何かちょっとかするかなというとこ

ろは、故意に議会運営を妨げるような行為を行わ

ないこと、そのぐらいですかね。もしかしたら当

てはまるかなというところ。 

○中村委員 大した罪はないよね。大した罪はない。 

  やっぱり委員会に付託されたものを審査をして

いるんで、委員会で決めたのが大きいんだから。 

○小島委員 そこで、異議ありと言えばいいだけの

話なんですよ。 

○森本委員長 議長。 

○齊藤議長 普通の懲罰のその地方自治法のほうに

は乗っかってこないのですか。懲罰動議って提案

すればできるんでしょう、別に。政治倫理審査会

に言ってくれた課長のやつは、政治倫理審査会に

かけないと出てこないんですよ。うちらが言えな

い、直接。なので、その該当しない状態での地方

自治法の懲罰委員会というのがあって、それを開

けることでいろいろやっているのはそうなんです

よ。昔の。 

○森本委員長 多分、討論したことがいけないんじ

ゃなくて、常任委員会の審査を軽視したことがよ

くないことなのかなというふうに。 

○齊藤議長 だから、めっと言いたいわけでしょう。 

○森本委員長 めっというのは、駄目よというよう

な。 

○齊藤議長 だから、懲罰というタイトルになって

いるけれども、そこしかないのかなと思ったんで。

言える期間がない、言える機会。 

○相馬委員 地方自治法だと恐らく173条か何かに

懲罰というのがあれが、大丈夫ですか。 

○森本委員長 どうぞ。 

○相馬委員 すみません、あって、議会の秩序を乱

した議員に対して科せられる制裁という、そうい

う議会の秩序という言葉になっちゃうので。 

○齊藤議長 ごめんね、手挙げなくて。 

  実際、よく考えてみたら委員会のとき賛成しち

ゃったんだけれども、当日反対しちゃうんだよな

という人はどうしたらいいの。 

○森本委員長 それもあり得るね。 

○齊藤議長 だから、今日みたいなのもなきにしも

なのかなと思っちゃったんだけれども。 

○森本委員長 例えば、今日の戸張議員…… 

○中村委員 そうそう、それも含めてみんな議論し

ていけばいいんだよ。 

〔「そうそう」と言う人あり〕 

○森本委員長 建設経済常任委員会のときに、賛成

した、陳情に賛成したんだけれども、今日の議場

で戸張さんは反対しました。あれは、だけれども、

２回あるうちの最初は賛成と思ったけれども、考

えて考えて反対になったのかなというふうに思っ
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たんだけれども。 

○齊藤議長 うちの赤塚君だって、金子さんの討論

聞いていたら、ごもっともだと言って、自分の思

いと合致したから賛成しちゃった。 

  だから、自分の思いももともとあったんだろう

けれども、だからどうしたらいいのかなと思っち

ゃう。 

○中村委員 前の陳情の決を採ったときも、あれど

こで採ったんだっけ。 

〔「建設経済です」と言う人あり〕 

○中村委員 要するに、同数になったわけです。 

〔「同数じゃなくて逆転になった」と言う

人あり〕 

○中村委員 そのぐらい重いものをころっと変えた

わけだ、戸張君も。それは個人の自由だと言えば、

みんなそういうふうに今度は裏をかく仕組みも考

えなきゃという考えを持つ可能性もあるんだよ。 

  だから、それはやっぱり皆さんでしっかりと議

論しておいたほうがいい。 

○森本委員長 あえて、常任委員会のときに反対と

か賛成とかどっちかして、安心させておいて、本

会議でころっと。 

○小島委員 そういうつもりではないと思いますが。 

○中村委員 分かるけれども、そういうものもやっ

ぱり本人に一言知識としては教えておかないと、

うっかり八兵衛というのはいっぱいあると思うん

だけれども。 

○齊藤議長 ナカリュウさんと寿一さんしか知らな

い伝説のホールボディ・カウンター、俺は議会の

前で議員になる前ときなんか、一生懸命票読みし

て、取れるか取れないかまでやっていたと言って

いたんだけれども、これがオーケーになっちゃた

ら当日全然票読みできないというぐらいもう秩序

というのがあるけれども。 

○中村委員 これはやっぱり、資質の問題になっち

ゃうわけだよ。ころころ変わるという。 

○齊藤議長 これは厳しいよね。どうしたらいいん

だろう。 

○中村委員 難しい。 

○齋藤副議長 委員会で決定しても、最終的には本

会議で決定だから。 

○齊藤議長 そうなんですよね。 

○齋藤副議長 そこが軽視がされると思うんだよ、

委員会。 

○小島委員 そうですね。 

○齋藤副議長 委員会では、決まりの中ではある程

度、最終的な決断として本会議で手を挙げちゃえ

ば、それは有効になるというのは議会。 

○齊藤議長 かなりこういうふうな風潮が今後、何

ていうの。 

○中村委員 そうすれば、今、寿一さんが言ったこ

と、分かるよ。だけれども、基本、基本を決めて

いるんだから。 

○齋藤副議長 もちろんそうだよね。 

○中村委員 そう。それをどちらでもといって、本

会議ですよというのを考えれば、ここでむやみに

いたずらも考えるようなパターンが出てくる可能

性もあるからね。それはやっぱり難しい。 

○齋藤副議長 理屈的にはそうなってしまう。 

○平山委員 圧力が来たらころころ変わっちゃうと

いう、外からの圧力どうなっているんだと。あそ

こで何でひっくり返せないのかとなったときに、

そういうふうになっちゃうんですよ。 

  それだけ我々は大変なんだよね、決断したこと

は。市民に受けることばかりじゃないんだから。

票も減ることもあるかもしれない。それ決断して

いるのにさ。それが、じゃ、いいほうに行くと、

ころっと。 

○森本委員長 １回手を挙げて審査しましょう。戻

します。ちょっと今、雑談っぽくなったので、１
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回手を挙げて、意見ある人は手を挙げてください。 

  議長お願いします。 

○齊藤議長 最初に言ったとおり、自分が悩んだと

きの対応をしっかりしてくれということと、委員

会の決までに考えを決められなければいけないわ

けですよ。その日のうちに悩んでいる。じゃ、も

うちょっと人に聞きたいというのは、それは自分

のおごりであって、その日までに自分がしたいこ

とをしっかりと持って、意見をぶつけ合わなけれ

ば議論にならない。 

  ましてや、最終日なんて討論できないわけです

から。討論じゃない、ごめんなさい、議員間討議

ができないわけですから、なので今回の場合はち

ゃんともう皆さんにその日までに決めた結果を尊

重、自分で尊重しながら最終日に臨んでくれとい

う話はするべきなのかなと思います。そういう感

じですかね。 

○森本委員長 それ、そのとおりだなと思うんです

けれども、ルールでない以上、例えば、会派内で

言ってもらうとかそういうことがいいのかなと思

う。 

○齊藤議長 じゃなくて、今言ったとおり議員が付

託された委員会での話なので、常任委員会である

べき姿で、もし僕がこれ対症療法になっちゃうん

ですけれども、例えば、今回みたく、どっちにす

ればいい、議案の場合は逃れられません。陳情の

場合はやっぱり初日審査は結構厳しいんじゃない

かと思っているんで、時間をちょっと取れるよう

にしてもいいのかなと思いました。うちらの場合

は、本当大変だったですよね、福祉はね、なので。 

  議案の場合はもう出ている、示されていますか

ら。全協でもう言われているのに、その日に決め

て当日反対はやっぱりないと思うんで、一番最初

に戻って、ちゃんとそれは、例えば、委員長もそ

の中にちょっと係長大変だけれども、ちゃんと決

を求めるように言うようにしていくとか、何回も

言うしかないですもん、分かってもらうために。 

  係長が言う必要がないんで、一番最初の挨拶に

しっかりと自分の意思を持って採決に臨んでくれ

という話をしたほうがいいんじゃないかな。 

○森本委員長 常任委員会内で注意してもらうとい

うことですか。 

○齊藤議長 もう最初に言うしかない。 

○森本委員長 中村委員。 

○中村委員 よく正副委員長会議というのを議長、

やっていますよね。 

○齊藤議長 それはやっています。 

○中村委員 その正副委員長が集まったときに、議

長からしっかりとそういう話をやっていただけれ

ば、それから常任委員会の協議会でも何でもその

とき委員長からいろいろ出ますから、そういうも

ので通達していただければ、整理つくんじゃない

ですか。 

○相馬委員 今回の件については、これまでも何か

以前もそういうことがあったときに、いろいろあ

ったと思うんですが、きちんと議会運営委員会か

ら全議員に対してこういうふうなことがありまし

て、こういうふうなことに関しては議会運営委員

会としてはこういうふうな判断にしましたという

ことをきちんと全員に通達できて、委員長・副委

員長会議でやっても、恐らく今までもそうやって

やっていて、こういうもんですよとやってきても、

こういう結果になるので、全議員にちゃんと議会

運営委員長の名前で通達でいいのかな、何か方法

で全議員に示すことはやるべきなんだろうという

ふうに、すみません、思います。 

○森本委員長 平山委員。 

○平山委員 いいですか。全協とか何かで一度に伝

えると、それが一番いいんじゃないですか。 

○中村委員 それやったって、もう駄目だと言って
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いるんだから。 

○平山委員 駄目なんだ。 

○齊藤議長 通達をして、全協に臨めば大丈夫です。

両方。いや、読まないよ、見ないんだもん。通達

したって。 

○森本委員長 分かりました。じゃ、事務局とも相

談して、どんなふうな通達にするか、ちょっと相

談して、私の名前で一旦出せるようにして、それ

を出した上で全協とか正副委員長会議とかそうい

うところで、何かちょっとしつこく言わないと通

じないかなという気はするんで、良識ある審査、

そして常任委員会をちゃんと重んじるという部分、

議員としてのその発言の重さというものも理解し

てもらえるような、その辺を伝えることができれ

ばいいのかなというふうに思っています。 

〔「よろしくお願いします」と言う人あ

り〕 

○森本委員長 じゃ、そんな形でよろしいですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 では、じゃ、３番のその他、そのほ

か今回の件以外で議論していきたいことがあれば。 

  いかがでしょうか。ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○森本委員長 事務局から何かありますか。大丈夫

ですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○森本委員長 じゃ、協議事項のほうを、じゃ、以

上で締めさせていただきます。お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

○森本委員長 続きまして、大きい４番のその他で

すけれども、大きい４番、協議事項以外でここで

確認したい、報告することがあればお聞きします。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○森本委員長 次回開催なんですけれども、11月13

日、１時30分から第１委員会室で、ここですね、

行いますので、お集まりいただきますようによろ

しくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○森本委員長 以上をもちまして議会運営委員会を

閉会いたします。お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 ３時３０分 

 

 


